
相馬市告示第１０号 

 

 相馬市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年相馬市条例

第１６号）第３条の規定に基づき次に掲げる公の施設について、指定管理者を指定し

たので、同条第７条の規定により告示する。 

 

 令和８年１月２２日 

 

相馬市長 阿部 勝弘 

 

 

  １ 施設の名称 

   相馬市西部子ども公民館及び相馬市西部子ども公民館放課後児童クラブ 

 

  ２ 指定管理者となる団体等 

   相馬市中村字川原町５０番地 

   社会福祉法人 報徳会 

   理事長 永井 千昭 

 

  ３ 指定の期間 

   令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 


